
 
第３期愛媛県医療費適正化計画の概要 

 
第 1章 計画策定の趣旨  ［根拠：高齢者の医療の確保に関する法律第９条］ 

◯県民の健康の保持・医療の効率的な提供の目標等を定め、医療費適正化を推進 

◯計画期間：H30～35年度(６年間)、ＰＤＣＡにより進捗管理（毎年度） 

◯県の「医療計画」「健康増進計画」「高齢者保健福祉計画」等と整合を図り総合的に推進 
 

第 2章 医療費を取り巻く現状と課題  

【 現 状 】 

 全 国 愛媛県 

医療費総額             （H27） ４２．４兆円（前年比 3.8％↑） ５，２０２億円（前年比 3.1％↑） 

１人あたり医療費       （H27） 約３３３，３００円 約３７５，６００円 

特定健診受診率         （H27） ５０．１％ ４３．１％（全国 43位） 

特定保健指導実施率     （H27） １７・５％ ２３．７％（全国 12位） 

生活習慣病患者         （H26） 

(高血圧、脳血管疾患、悪性新生物、糖尿病)  

９１２人/10万人 

※外来患者数 

１，０８８人/10万人 

※外来患者数 

メタボ該当者・予備群割合(H27) 
男性:メタボ 21.3%、予備群 17.3% 

女性:メタボ  6.2%、予備群  5.1% 

男性:メタボ 22.4%、予備群 17.2% 

女性:メタボ  6.4%、予備群  5.3% 

処方箋１枚あたり調剤費 （H28） ９，０１５円 ９，３１０円 

後発医薬品割合         （H28） ６８．６％ ６９．３％ 

【 課 題 】 

◯全国平均を上回る（１人あたり）医療費の適正化 

◯全国平均を下回る特定健診受診率の向上 

◯生活習慣病予防及び罹患後の重症化予防に向けた取組や喫煙者の減少への環境整備等の推進 

◯後発医薬品を含む医薬品の適正使用の推進    など 
 

第 3章 基本的な施策の推進  

【医療費適正化に向けた達成目標】（数値目標） 

項    目  目 標(H35) 本県の現状 

特定健診受診率 ７０％以上 43.1％（Ｈ27） 

特定保健指導実施率 ４５％以上 23.7％（Ｈ27） 

メタボ該当者・予備群減少率（平成 20年度比） ２５％以上 17.1％(Ｈ20-27) 

成人喫煙率 ８．２％ 17.5％（Ｈ27） 

後発医薬品使用率 ≪新規≫ ８０％以上 69.3％（Ｈ28） 

◯医療費適正化効果額（見込） △６７億円（H35医療費見込：5,835億円→5,768億円） 
 

【目標達成に向けた取組】 

◯関係機関と連携した特定健診等の一層の周知、生活習慣病予防の意識啓発 

◯県と保険者協議会等が連携したデータ分析・提供、効果的な保健事業等のあり方の検討 

◯「県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」（29年３月策定）に基づく取組の推進≪新規≫ 

◯後発医薬品の使用状況の分析、差額通知事業の実施や正しい知識の普及・啓発 

◯重複投薬、複数種類医薬品投与の被保険者への保健師等の訪問指導、適正服用の啓発の実施

≪新規≫ 

◯ポピュレーションアプローチ等の健康増進対策や ICTを活用した情報共有等の推進 

◯関係機関の連携強化による医療・介護提供体制の推進、地域包括ケアシステムの強化 など 
  


